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ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド(資産成長型)/(予想分配金提示型)
愛称：フォー・ザ・フューチャー

基準価額上昇による300円分配の実施と今後の見通し②
供給面からも高まる再エネの魅力！足元の政策も追い風

●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。
＜2026-EA25＞

2026年5月26日

地政学リスクの高まりで、再エネに再注目？

米国とイランの戦闘は、一時停戦を挟みながらも、明確な終結の兆しは見えていません。
世界の原油海上輸送量の約25％が通航するホルムズ海峡が事実上封鎖され、原油価格の上

昇が進んでいます。
2026年4月末時点の原油価格は、ウクライナ危機発生時以来の水準まで上昇しています。

＜原油価格の推移-北海ブレント先物-＞

 予想分配金提示型は、2026年4月に続き5月も300円の分配金(1万口当り、税引前)をお
支払いいたしました。（運用状況の詳細はP5をご覧ください）

 米国とイランの軍事衝突を受け、原油の供給不安が高まり、再エネの魅力が高まってい
ます。

 欧米での再エネ関連政策の近況や、当ファンドの組入銘柄についてご説明します。

お伝えしたいこと

2026年5月15日発行のファンドレポートで詳述した「AI特需による電力需給の逼迫」に加
え、地政学リスクの高まりに伴い、原油相場は不安定な状況です。これを受け、エネルギー
の安全保障(自給率向上)の観点など、供給面からも再エネ転換への機運が高まっています。

米トランプ政権は、パリ協定から離脱するなど、化石燃料を優先する方針を掲げています。
しかし、軍事衝突の発生が招いた原油供給不安によって、意図せぬ形で世界的に再エネの魅
力を高める結果となっています。

次ページでは、この潮流を支える欧州や、連邦政府と異なる独自戦略を展開する米国の州
単位での政策動向をご紹介します。
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出所) ブルームバーグのデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成
データ期間：2021年12月末～2026年4月末(日次)

（米ドル/バレル）

（年/月）



●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。

内容(一部)

2026年1月～
【イリノイ州】

『クリーンで信頼性の高いグリッド・ア
フォーダビリティ(CRGA)法』が始動

2030年までに、3,000MWの蓄電池導入目標を設
定

2026年2月
【カリフォルニア州】

『電気資源調達および送電計画』を決定
2032年までに6,000MWの新規クリーンエネル
ギー調達や、クリーンな安定電源の確保を電気事
業者に義務付け

2026年9月末
【ニューヨーク州】

『気候スーパーファンド法』に基づく
最初の支払い義務が発生予定

化石燃料企業から拠出金を徴収し、州の気候変動
対策事業に再投資

米国

欧米の再エネ関連政策の近況

＜ 欧州・米国の州政府による足元の再エネ関連政策 (一部抜粋) ＞

出所) 各種報道等をもとにニッセイアセットマネジメント作成

欧州は、従来からの環境意識の高さに加え、化石燃料の自給が困難です。そのため、
引き続き再エネ関連の政策に積極的に取り組んでいます。

米国は、各州が独自の再エネ政策を展開しています。米国各州は広範な自治権を有
しており、連邦政府の方針とは必ずしも一致しない独自の規制や補助金制度を維持す
ることが可能です。

ニューヨーク州等の「環境先進州」では、連邦補助金の停止を受け、州独自の導入
義務や規制要件の設定、財源を確保しようとする動きなどが活発化しています。

2/10

内容（一部）

2026年2月～
『再エネ導入加速区域（RAA）』の

本格運用開始
特定区域内での許認可プロセスの大幅な短縮で、
再エネプロジェクトの早期着工を可能に

2026年4月 『アクセラレートEU』を公表
EUのエネルギー安全保障を強化するための包括的
パッケージ。域内生産のクリーンエネルギーへの
移行を加速

2026年4月～6月
『電化行動計画』を

正式提案予定

化石燃料から再エネ電力への切り替えを産業界全
体で促進。電力価格引き下げのための措置、化石
燃料補助金の段階的廃止等

2026年4月～9月
『クリーンエネルギー投資サミット』を

開催予定
民間資金調達の加速を目的とし、機関投資家や公
的金融機関等を対象に開催予定

欧州(EU)



●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。
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クリーンエネルギー指数：+26.0％

全世界株式：+6.6％

全世界株式指数を大きく超過！クリーンエネルギー指数

出所)ブルームバーグ等のデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成
データ期間：2025年12月末～2026年4月末（日次）2025年12月末を100として指数化
クリーンエネルギー指数： S&P グローバル・クリーンエネルギー指数、全世界株式指数： MSCI オール・カントリー・
ワールド・インデックス（いずれも米ドルベース、配当込み）
上記は当ファンドの運用実績ではなく、将来の運用成果等を保証するものではありません。
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＜クリーンエネルギー指数と全世界株式指数のパフォーマンス比較＞

全世界株式を19ポイント超上回るパフォーマンス
中東情勢の影響などを受け、2025年末〜2026年4月末のクリーンエネルギー指数

のリターンは、全世界株式指数を大きく上回る堅調な推移となりました。

「SaaSの死」による「AIインフラセクター」への資金移動
年初のアンソロピック社による革新的なAIエージェント発表以降、一部ソフトウェ

ア企業(SaaS)等における代替リスクが本格的に意識されるようになりました。そこで、
市場では「AIでは代替不可能な実体インフラ」へ目を向ける動きが見られます。

「期待」から「確信」へ変わる再エネ市場
2026年に入ってからも、グーグルやメタなどの巨大IT企業による超大規模な長期電

力購入契約(PPA)の締結が相次いでいます。さらに、再エネ関連企業による1-3月期の
好実績・見通しの上方修正などが、良好な市場環境を反映していると考えられます。

次ページでは、再エネ関連政策の拡大で、恩恵が期待される
当ファンドの組入銘柄をご紹介します！ ニッセイアセット

公式キャラクター
「ナムコーン」

（年/月）



●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。
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 車載や産業向け半導体の世界的大手。フィリップスの半導体部門から分社化し、誕生
 車載向けが売上高の58%を占める(2025年12月期)。独自の『制御技術』を武器に、自

動車の知能化や電動化を牽引。車載向けで培った技術を活かし、産業やエネルギーイン
フラへ展開加速

 EV向けバッテリー・マネジメント・システム(BMS：蓄電システムの頭脳のような役
割) や、エネルギー蓄積システム(ESS：電力網の調整弁)等を提供

ネクストパワー (業種：資本財・サービス)

再エネ関連政策の拡大で恩恵が期待される銘柄の紹介

出所)ブルームバーグ等のデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成
業種はGICS分類(セクター)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&PおよびMSCI Inc.に帰属します。
株価は2025年4月30日～2026年4月30日(日次)。売上高、EPSの予想値は2026年5月現在のブルームバーグの集計値。
上記は、投資対象ファンド（ＤＷＳ・インベスト・ＥＳＧ・クライメート・オポチュニティーズＦＣ（円建て）クラス）の2026年
3月末現在の組入銘柄を示したものです。特定の銘柄を推奨するものではありません。

＜売上高とEPS(1株当り純利益)の推移＞＜株価の推移＞

ＮＸＰセミコンダクターズ (業種：情報技術)

（年/月）

（米ドル）（米ドル）
＜株価の推移＞ ＜売上高とEPS(1株当り純利益)の推移＞

（年/月）

（米ドル） （億米ドル） （米ドル）

（億米ドル）

 太陽光発電向け『ソーラートラッカー(太陽に自動で追従する仕組み)』のリーディング
カンパニー。累計出荷量は、160GW*を突破

*160GW  : 日本の夏季ピーク時の電力需要（2025年度：約159GW）に匹敵

 単なるメーカーから『エネルギー技術プラットフォーム』企業へ転換を進める。太陽光
発電所のシステムをまるごとパッケージ化して一括提供

 米国およびグローバル市場の成長により、2026年3月期は売上高、受注残高（将来の収
益源）はいずれも過去最高を更新
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●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。
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設定来の運用状況 (2026年5月25日現在)

 資産成長型は毎年4月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。
 予想分配金提示型は毎月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、決算日の前

営業日の基準価額に応じた分配をめざします。

データ期間：2021年4月26日＜当ファンド設定日＞～2026年5月25日(日次)
上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。基準価額は信託報酬控除後、1万口当りの値です。税引前
分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、ある
いは分配金が支払われない場合があります。分配金は信託財産から支払いますので、基準価額が下がる要因となります。収益分配金に
は普通分配金に対して所得税および地方税がかかります(個人受益者の場合)。

資産成長型

(円) (億円)

予想分配金提示型

(円) (億円)

分配の推移
(1万口当り、税引前)
第1期

(2022年4月) 0円

第2期
(2023年4月) 0円

第3期
(2024年4月) 0円

第4期
(2025年4月) 0円

第5期
(2026年4月) 0円

設定来
累計額 0円

(年/月)

(年/月)

5/10

分配の推移
(1万口当り、税引前)

第57期
(2026年1月) 200円

第58期
(2026年2月) 200円

第59期
(2026年3月) 100円

第60期
(2026年4月) 300円

第61期
(2026年5月) 300円

設定来
累計額 4,700円



●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。

フ ァ ン ド の 特 色

①日本を含む世界の株式のなかから、気候変動に関連する事業を展開する企業の株式に投資します。
②銘柄選定にあたっては、優れた技術・ビジネスモデルを有し、持続的な成長が期待される企業を選別します。
③決算頻度および分配方針の異なる2つのファンドから選択いただけます。

＜資産成長型＞年1回決算を行います。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する方針です。
 毎年4月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。
＜予想分配金提示型＞毎月決算を行い、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざします。
 毎月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。
 収益分配方針に基づき、決算日の前営業日の基準価額(1万口当り。支払い済みの分配金累計額は加算しません)に応じ

て、以下の金額の分配を行うことをめざします。

• 決算日の前営業日から決算日までに基準価額が急激に変動した場合等には、上記とは異なる分配金額となる場合や分配金が支払わ
れない場合があります。

• 基準価額の値上がりにより、該当する分配金テーブルが分配金の支払い準備のために用意していた資金を超える場合等には、
テーブル通りの分配ができないことがあります。

• 基準価額に応じて、毎月の分配金額は変動します。基準価額があらかじめ決められた水準に一度でも到達すれば、その水準に応
じた分配を継続するというものではありません。

• 分配を行うことにより基準価額は下落します。そのため、基準価額に影響を与え、次期決算以降の分配金額は変動する場合があ
ります。また、あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。

• 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により、分配を行わないこ
とがあります。

決算日の前営業日の基準価額 分配金額(1万口当り、税引前)
11,000円未満 基準価額の水準等を勘案して決定

11,000円以上12,000円未満 200円
12,000円以上13,000円未満 300円
13,000円以上14,000円未満 400円

14,000円以上 500円

将来の分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。
・販売会社によっては、どちらか一方のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。

！

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。

●ファンド(指定投資信託証券を含みます)は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあり
ます)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。

●ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)はすべて
投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。

主な変動要因

基準価額の変動要因

※ご購入に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みください。投 資 リ ス ク

株式投資リスク 株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化
(倒産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。

為替変動リスク 原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影
響を直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。

カントリーリスク
外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による
影響を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。特に、新興国の経済状
況は先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があり、ファンドの資産価値が大
きく減少したり、運用方針にそった運用が困難になる可能性があります。

流動性リスク 市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格
で取引が行えず、損失を被る可能性があります。

・基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
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 ファンドのＥＳＧ運用に関しては、以下の制約要因やリスクにご留意ください。
    ファンドはＥＳＧ評価が相対的に高い銘柄でポートフォリオを構築しているため、ポートフォリオの特性が偏ることがあります。

このため、基準価額の値動きがファンドの主要投資対象市場全体の値動きと比較して大きくなる可能性、相場動向によっては基準
価額にマイナスの影響を及ぼす可能性などがあります。

 ストックコネクト※を通じた取引に関しては、以下の事項にご留意ください。
ファンドは中国Ａ株への投資に際し、ストックコネクト(上海・香港相互株式取引制度および深セン・香港相互株式取引制度)を通
じて行う場合があります。ストックコネクトを通じた投資は、取引や決済に関する特有の制限等で意図した取引等ができない場合、
取引等に特有の費用が課される場合、ストックコネクトにおける取引停止や中国本土市場と香港市場の休業日の違いにより、中国
本土市場の急変あるいは株価の大幅な変動時に対応できない場合等には、ファンドの資産価値が減少する要因となることがありま
す。また、ストックコネクトでは、投資者が不利益を被る大きな制度変更が行われる可能性があります。
※ストックコネクトとは、ファンドを含む外国の投資家が、上海証券取引所および深セン証券取引所の中国Ａ株を香港の証券会社を通じて売買

することができる制度です。なお、中国Ａ株とは、主な投資家として中国居住者を想定しているものですが、一定の条件のもとでファンドを含
む外国の投資家にも投資が認められています。

 ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において
市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取
引量が限定されるリスク等が顕在します。これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中
止する、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性などがあります。

 ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の６の規定)の適用はありません。

その他の留意点



●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。

 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益
調整金です。分配金は、収益分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
分配準備積立金：期中収益(①および②)のうち、当期の分配金として支払われず信託財産に留保された金額をいい、次期以降の

分配金の支払いにあてることができます。
収 益 調 整 金：追加型株式投資信託において追加設定が行われることによって、既存の受益者の分配対象額が減らないように

するために設けられた勘定です。
上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合
前期決算日から基準価額が上昇した場合 前期決算日から基準価額が下落した場合

10,550円

10,500円

期中収益
(①＋②)

50円 10,500円

＊500円
(③＋④)

＊50円 10,450円
＊500円
(③＋④)

10,400円

＊450円
(③＋④)

配当等収益
①  20円

10,300円＊80円

＊420円
(③＋④)

前期決算日 当期決算日分配前 当期決算日分配後 前期決算日 当期決算日分配前 当期決算日分配後
＊分配対象額

 500円
＊50円を取崩し ＊分配対象額

 450円
＊分配対象額

 500円
＊80円を取崩し ＊分配対象額

 420円

 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、分配金が支払わ
れると、その金額相当分、基準価額は下がります。

ファンドの
信託財産

分配金ファンドで分配金が
支払われるイメージ

 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を
超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落
することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示す
ものではありません。

分配金
100円

分配金
100円

 受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる分配金の一部または全部が実質的に元本の
一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
の値上がりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が
元本の一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が
元本の一部払戻しに相当する場合

普通分配金

受益者の購入価額
分配前の
個別元本

元本払戻金
(特別分配金) 受益者の購入価額

分配前の
個別元本

元本払戻金
(特別分配金)

分配後の基準価額
分配後の
個別元本

分配後の基準価額
分配後の
個別元本

普通分配金：個別元本(受益者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金)：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額
だけ減少します。
● 普通分配金に対する課税については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

※実質的に元本の一部払戻し
に 相 当 す る 元 本 払 戻 金
(特別分配金)が支払われる
と、その金額だけ個別元本
が減少します。また、元本
払戻金(特別分配金)部分は
非課税扱いとなります｡

！

※※

分配金に関する留意事項
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●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。

当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。！
！ 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

投資者が直接的に負担する費用

購入時 購入時手数料
購入申込受付日の翌営業日の基準価額に3.3%(税抜3.0％)を上限として販売会社が独自に定める率を 
かけた額とします。
※ 料率は変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。

換金時 信託財産留保額 ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

毎 日

運用管理費用
(信 託 報 酬)

ファンドの純資産総額に年率1.1825%(税抜1.075%)をかけた額とし、ファンドからご負担いただきま
す。

投資対象とする
外国投資信託証券

年率0.75%程度
• 年間最低報酬額等がかかる場合、純資産総額等によっては年率換算で上記の

料率を上回ることがあります。

実質的な負担

ファンドの純資産総額に年率1.9325%(税込)程度をかけた額となります。
•上記は目安であり、各指定投資信託証券への投資比率が変動することにより、
投資者が負担する実質的な運用管理費用(信託報酬)は変動します。また、投
資対象とする外国投資信託証券に年間最低報酬額等がかかる場合、その純資
産総額等によっては年率換算で上記の料率を上回ることがあります。

監 査 費 用 ファンドの純資産総額に年率0.011%(税抜0.01%)をかけた額を上限とし、ファンドからご負担いただ
きます。

随 時 その他の費用・
手数料

組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただ
きます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはでき
ません。

ファンドの費用

ご留意いただきたい事項

 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のものと
なります。投資元本および利回りが保証された商品ではありません。

 当資料はニッセイアセットマネジメントが作成したものです。ご購入に際しては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書
(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。

 投資信託は保険契約や金融機関の預金ではなく、保険契約者保護機構、預金保険の対象とはなりません。証券会社以外の金融
機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払対象にはなりません。

 当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
記載内容は資料作成時点のものであり、予告なしに変更されることがあります。

 資料中の画像等はイメージをお伝えするものです。
 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者

に帰属します。
 S&P各種指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスに帰属します。S&Pダ

ウ・ジョーンズ・インデックスは同社が公表する各指数またはそれに含まれるデータの正確性あるいは完全性を保証するもの
ではなく、また同社が公表する各指数またはそれに含まれるデータを利用した結果生じた事項に関して保証等の責任を負うも
のではありません。

 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスは、MSCI Inc．が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的
財産権、その他一切の権利はMSCI Inc．に帰属します。また、MSCI Inc．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止
する権利を有しています。
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●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。

※ 販売会社は今後変更となる場合があります。また、販売会社によっては、新規のお申込みを停止している場合もあります。
詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問合せください。

販売会社によっては、どちらか一方のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問合せ
ください。

取扱販売会社一覧

取 扱 販 売 会 社 名 登 録 番 号 日本証券業
協会

一般社団法人
資産運用業

協会

一般社団法人
金融先物

取引業協会

一般社団法人
第二種金融
商品取引業

協会
金融商品
取引業者

登録金融
機関

あかつき証券株式会社 〇 関東財務局長(金商)第67号 〇 〇
阿波証券株式会社 〇 四国財務局長(金商)第1号 〇
ＯＫＢ証券株式会社 〇 東海財務局長(金商)第191号 〇
株式会社青森みちのく銀行(※1） 〇 東北財務局長(登金)第1号 〇
株式会社関西みらい銀行 〇 近畿財務局長(登金)第7号 〇 〇
株式会社但馬銀行(※1） 〇 近畿財務局長(登金)第14号 〇
株式会社北陸銀行(※1） 〇 北陸財務局長(登金)第3号 〇 〇
株式会社みなと銀行 〇 近畿財務局長(登金)第22号 〇 〇

委託会社【ファンドの運用の指図を行います】 ファンドに関するお問合せ先
ニッセイアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第369号
加入協会：一般社団法人資産運用業協会

ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター：0120-762-506
(9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ： https://www.nam.co.jp/

受託会社【ファンドの財産の保管および管理を行います】
株式会社りそな銀行
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(※1)インターネットのみのお取扱いとなります。
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